
◎国民年金の加入者　第 １ 号被保険者（自営業、学生など）

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先
厚生年金に加入する 第 ２号被保険者 勤　務　先
第 ２号被保険者である
配偶者の扶養に入る 第 3号被保険者 配偶者の勤務先

◎厚生年金の加入者 第 ２ 号被保険者（会社員、 公務員など）

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先
退職などで厚生年金を脱退 第 1号被保険者 市民生活課　保険年金係

退職などで第 ２号被保険者である
配偶者の扶養に入る 第 3号被保険者 配偶者の勤務先

◎厚生年金加入中の配偶者に扶養されている人（２０歳以上６０歳未満の人）
　第 ３ 号被保険者

手続きが必要なとき 変更後の種類 届出先
配偶者の扶養から外れた
または配偶者が6５歳になった 第 1号被保険者 市民生活課　保険年金係

就職して厚生年金に加入 第 ２号被保険者 勤　務　先
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国
民
年
金
加
入
の
手
続
き
が

必
要
で
す

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

公
的
年
金
は
3
種

類
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で

加
入
す
る
年
金
は
異

な
り
ま
す
。
ま
た
、

年
金
の
種
類
が
変
わ

る
時
は
必
ず
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
を
忘
れ
る

と
、
将
来
受
給
で
き

る
年
金
額
が
減
っ
た

り
、
も
し
も
の
時
に

障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
給

で
き
な
か
っ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
加
入

す
る
際
は
、
年
金
手

帳
と
退
職
日
な
ど
を

証
明
で
き
る
も
の（
離

職
票
や
資
格
喪
失
証

明
書
な
ど
）
と
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の

顔
写
真
つ
き
身
分
証

明
書
）
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
が
、
就
職
の

際
に
有
利
な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
1
年
以

上
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
、
修
業
期
間

中
の
生
活
の
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
、
高
等

職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、

養
成
課
程
終
了
後
に
は
、
修
了
支
援
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
受
給
対
象
者
に

は
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
支
給
額

○
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
（
月
額
）

　

市
民
税
非
課
税
世
帯�

1
０
０
，０
０
０
円

　

市
民
税
課
税
世
帯�

　

７
０
，５
０
０
円

　

※�

修
学
の
最
終
年
度
は
4
０
，０
０
０
円
増
額

○
修
了
支
援
給
付
金
（
1
回
の
み
）

　

市
民
税
非
課
税
世
帯�

５
０
，０
０
０
円

　

市
民
税
課
税
世
帯�

2
５
，０
０
０
円

■
支
給
期
間

　

1
年
以
上
の
修
業
期
間
の
全
期
間

　

※
上
限
は
3
年
で
す

　

※�

修
学
内
容
に
よ
っ
て
は
、
4
年
支
給
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

■
対
象
と
な
る
人

　

�　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
人
、

ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
や
父
で
、
過
去
に
こ
の
促
進
給
付

金
ま
た
は
、
同
様
の
給
付
金
を
受
け
て
い
な

い
人

■
対
象
と
な
る
資
格

　

�　

看
護
師
、
准
看
護
師
、
助
産
師
、
介
護
福
祉

士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
な

ど
、
1
年
以
上
の
修
学
で
取
得
で
き
る
資
格

■
そ
の
他

　

�　

給
付
金
の
支
給
を
希
望
す
る
人
は
、
市
役

所
1
階
福
祉
課
こ
ど
も
係
へ
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

佐
賀
年
金
事
務
所 

　
　
　
　
☎
31

−

4
1
9
1

市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係
　
☎
75

−

2
1
5
9

問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係
　
☎
75

−

6
1
1
8
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ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
の
申
請
が
で
き
ま
す

　

多
久
市
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
（
保

健
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
サ
ポ
ー

ト
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

接
種
後
の
待
ち
時
間
（
1５
分
程
度
）
で
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
（
写
真
撮
影

無
料
サ
ー
ビ
ス
有
）
や
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2

弾
の
申
し
込
み
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健

康
保
険
証
利
用
登
録
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ

る
接
種
証
明
書
発
行
な
ど
が
可
能
で
す
。

　

ま
だ
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
人
や
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
の
申
請
、
健
康
保
険
証
利
用
の
登
録

を
し
て
い
な
い
人
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
日
曜
日
の
利
用
は
、
事
前
の
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

　

予
約
は
情
報
課
情
報
推
進
係
ま
で

問 

情
報
課 

情
報
推
進
係
　
☎
75

−

2
1
1
4


